
 
 

徳地地域複合型拠点施設合併処理施設維持管理業務に係る仕様書 
 
 
１ 業務名 

徳地地域複合型拠点施設合併処理施設維持管理業務委託 
 
２ 業務期間 
   令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 
 
３ 管理場所及び規模 
   山口市徳地地域複合型拠点施設内（山口市徳地堀１５６３番地１） 
   合併浄化槽 ４６０人槽  

処理水量 ９０㎥／日 
処理方式 膜分離活性汚泥方式 

 
４ 業務内容 
   合併処理施設の維持管理業務・清掃業務 
   維持管理及び清掃は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、その他関係法令、

及びし尿浄化槽の施設に関する指導要綱に基づき、次の業務を適正に実施す
ること。 

  
（１） 機械保全点検及び維持管理業務（週１回） 

ブロワーグリス点検、オイル点検、ベルト点検、ポンプ類作動点検及び 
これに伴うオイル点検、グリス補充、ベルトの交換等の実施 

（２）汚泥管理及び水質維持管理業務（週１回） 
適正な汚泥量を保つための余剰汚泥（スカム・沈殿汚泥、逆洗汚泥等）の 

 抜き取り搬出及び放流水を法律上の基準に適合させる為のＰＨ、ＤＯ、透 
視度、水温等の試験の実施 

（３）放流水水質検査業務（月１回） 
ＢＣＤ、ＣＯＤ、ＰＨ、大腸菌群数、透視度の項目についての検査の実施 

（４）膜洗浄（年２回） 
   薬液による洗浄 

 （５）緊急事発生時に係わる業務（随時） 
    水洗トイレ、ボールタップ以降の給水設備及び排水設備の材料及び部品交 

換等の実施 
 （６）その他、維持管理に必要な業務（随時） 
 
    
５ 業務上の注意事項 
 （１）業務実施にあたっては、関係法令、通達等を厳守するとともに、環境衛生

上の諸注意に留意すること。 
 （２）業務実施に際しては、身分証明書を携帯すること。 
 （３）施設の点検及び清掃業務実施後は、備え付けた浄化槽管理記録台帳に正確

に記録を行うこと。 
（４）浄化槽の点検時に異常箇所等を発見した場合は、遅滞なく徳地土木事務所

に報告すること。 
（５）業務実施の際、当該施設に損害を与えた場合は、これを賠償しなければな

らない。 
   


